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消費生活センターやこれに類似した名称をかたる者から、不審な電話がかかってき
た、自宅にはがきが届き身に覚えのない料金の支払いを要求された、という相談が
寄せられています。 
かたられた名称には、「消費者センター」、「消費者相談センター」、「消費生活相談
センター」、「消費生活情報センター」などがあります 

消費生活センターは、消費生活センターに相談をしたことのない方に電話をかけた
りはがきを送ったりすることはありません。 
消費生活センターの相談料は無料であり、どのような名目でも、消費生活センター
から消費者の皆様にお金を請求することは絶対にありません 
連絡してきたのが本物の消費生活センターなのか、少しでも疑問や不安を感じたら、
電話やはがきで指定された電話番号ではなく、消費者ホットライン「１８８（いや
や！）」番にお電話ください 

参照先：消費者庁ＨＰ：http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/caution_010/pdf/caution_010_180315_0001.pdf 



注意情報 

お知らせ 

○ 銀行の自動ドアから出てくる利用 
 者と同時に中に入ろうとしたが、少し 
 タイミングが遅くなったため、閉まって 
 きたドアに上腕及び脇腹がぶつかっ 
 た。 
  
○ 自動ドアが閉まりそうだったので、急 
 いで手を差し出したところ、そのままド 
 アが閉まり、指を挟まれ骨折した。 

事例紹介 注意点 

山口県消費生活センターでは、県内の公民館や学校などの学習会に、
無料で消費者講座の講師を派遣します。 
 

講師の派遣を希望される場合は「講師派遣申請書」をダウンロードして、
郵送・ＦＡＸ・メール等でお申し込みください。 
 
申込日により派遣できないことがありますので、 
申請はお早めにお願いします。 

○ ドアが閉まりそうになったときに、走っ 
 て通り抜けようとしたり、思わず隙間に 
 手を入れたりしてしまうことは、ドアにぶ 
 つかったり挟まれたりする事故につな 
 がるため危険です。自動ドアは、セン 
 サーが通行人を検知すると開く仕組み 
 になっていますが、センサーが検知して 
 からドアが開くまでには時間差がありま 
 すので、慌てず、ドアの前で一旦立ち止 
 まって再度ドアが開くのを待つようにし 
 ましょう。   

参照先：消費者庁ＨＰ http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/release/pdf/consumer_safety_release_180327_0002.pdf 
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お知らせ 

「まなべる」は、専用端
末で消費生活トラブルの
疑似体験ができる体験
ゾーンや、書籍やDVDの
貸出を実施する情報
ゾーンがあります。 


